
令和６年３月31日】

みます。

令和５年５月現在

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※　第１号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
１号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※　第２号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
２号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

傭
送り状

　上記の１に該当する「不動産の譲渡に関する契
約書」のうち、平成９年４月１日から令和６年３
月31日までの間に作成されるものについては、契
約書の作成年月日及び記載された契約金額に応
じ、印紙税額が軽減されています。
　平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間
に作成されるものについては、右欄のとおりです。

　上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業
法第２条第１項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成９年４月１
日から令和６年３月31日までの間に作成されるも
のについては、契約書の作成年月日及び記載され
た契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。
　平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間
に作成されるものについては、右欄のとおりです。

令和６年３月31日】

が５万円未満のもの

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券



が５万円未満のもの

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券


